
令和３年度長野県循環器病対策推進協議会開催要綱 

 

 

（目  的） 

第１ 「健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心臓病その他の循環器病に係る対策に関

する基本法」（平成 30年法律第 105号）第 11条に規定する都道府県計画である「長野

県循環器病対策推進計画」（以下、「計画」という。）の策定・推進等に関し、必要な事

項について県が検討する上で有識者等の意見を聴くため、「長野県循環器病対策推進協

議会」（以下、「協議会」という。）を開催する。 

  なお、協議会は、地方自治法第 138条の４第３項の規定による、法律又は条例により

設置された附属機関でない。 

 

 

（会議事項） 

第２ 協議会は、次の各号に掲げる事項について意見交換を行う。 

（１）計画の策定及び変更に関すること。 

（２）計画の進捗及び評価に関すること。 

（３）その他循環器病対策の推進に関すること。 

 

 

（構  成） 

第３ 協議会は 20人以内で構成する。 

２ 構成員は、循環器病に関し学識や経験を有する医療関係者、関係団体、当事者、その

他県が必要と認める者により構成し、県が依頼する。 

３ 協議会は必要に応じ構成員以外の者の意見を聴くことができる。 

 

 

（座  長） 

第４ 協議会に座長を置き、座長は協議会を進行する。 

 

 

附 則 

この要綱は、令和３年６月 14日から施行する。 

 

資料１ 


